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平成 28年度教育関連施策及び予算について 

 

◆ 協議・調整事項（「大磯町総合教育会議要綱」より） 

 （協議・調整事項） 

第２条 総合教育会議は、法第１条の４第１項の規定により、次に掲げる事項についての

協議及びこれらに関する町長及び教育委員会の事務の調整を行う。 

 (1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。 

 (2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の

振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。 

 (3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。 

 

【具体例】（「文部科学省初等中等教育局長通知」より） 

○ 学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策など、予算の編成・

執行権限や条例の提案権を有する地方公共団体の長と教育委員会が調整することが必要

な事項 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の在り方やその連携、青少年

健全育成と生徒指導の連携、居所不明の児童生徒への対応、福祉部局と連携した総合的

な放課後対策、子育て支援のように、地方公共団体の長と教育委員会の事務との連携が

必要な事項 

 

◆ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律《参考》 

 （総合教育会議） 

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項について

の協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教

育会議を設けるものとする。 

 一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の

振興を図るため重点的に講ずべき施策 

 二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

 

資料２ 


